
第４２０１号 平成３０年５月３０日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 

○ 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関からの指定の辞退の届出【

保健福祉局障害福祉部精神保健福祉課】 ２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による特定施設の設置の許可申請

【環境局環境監視部環境監視課】 ３

○ 徴収事務の委託【子ども家庭局子ども家庭部青少年課】 

６

○ 徴収事務の委託【建築都市局住宅部住宅管理課】 

７

○ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関からの指定の辞退

の届出【保健福祉局障害福祉部障害者支援課】 ８

◇ 公  告 

○ 北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

における換地処分通知の送付に代える公告（２件）【建築都市局まち

づくり推進部学術・研究都市開発事務所】 ９

○ 土地区画整理法の規定による書類の送付に代わる公告の掲示場所【建

築都市局まちづくり推進部学術・研究都市開発事務所】 １８

○ 請負契約に係る一般競争入札の公告（１１件）【技術監理局契約部契

約課】 １９

◇ 上下水道局 

○ 特定調達契約に係る一般競争入札の公告【上下水道局総務経営部総務

課】 ４１

○ 請負契約に係る一般競争入札の公告（６件）【上下水道局総務経営部

総務課】 ４８

◇ 公営競技局 

○ 請負契約に係る一般競争入札の公告【公営競技局総務課】 

６０
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北九州市告示第２６６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定により次

のとおり告示する。

  平成３０年５月３０日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 
辞退理由 辞退年月日 

若園調剤薬局 北九州市小倉南区若園四

丁目１４番１４号 

閉局のため 平成３０年

４月３０日 

22



北九州市告示第２６７号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  平成３０年５月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者

      北九州市八幡西区黒崎三丁目９番２４号 

株式会社新菱 

代表取締役 江藤俊郎 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号

株式会社新菱

（３） 特定施設の設置の概要

   特定施設の設置 

 （４） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力

種類 ６５号 酸又はアルカリによる表面処理施設 

名称 脱膜機①－２ 仕上研磨前洗浄機⑨－２ 

能力 ２．５万枚／月 ５万枚／月 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

名称 脱膜機①－２ 仕上研磨前洗浄機⑨－２ 

使用時間間隔 連続 同左

１日当たりの使用時間 ２４時間 同左
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季節的変動 なし 同左

設置年月日 許可後 同左

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

名称 脱膜機①－２ 仕上研磨前洗浄機⑨－２ 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 ２６．２

最大 ２６．２

通常 ２．６

最大 ２．６

水素イオン濃度 ５～９ 同左

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ ）

通常 ２０

最大 ２０
同左

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常 １０

最大 １０
同左

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常 １４

最大 １４
同左

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常  １

最大  １
同左

ふっ素及びその化合物

（ｍｇ／ ） 

通常 １５

最大 １５
同左

（５） 汚水等の処理施設に関する事項 

名称 

２００・３００ｍｍウェハ再生設備 

設置前 設置後 

処理前 処理後 処理前 処理後

汚水量（ｍ３/日）
通常

最大

６５０

６５０
同左

６５０

６５０
同左

水素イオン濃度
通常

最大

１０

１０

７

７

１０

１０

７

７

（６） 排出水に関する事項

   排水口名、排水量及び汚染の状態 
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排水口名

Ｎｏ．１排水口 Ｎｏ．５排水口 

設置前 設置後 設置前 設置後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常

最大

137 

203 
同左 

920 

920 
同左 

水素イオン濃度 
通常

最大

7 

5～9 
同左 

7 

5～9 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ ）

通常

最大

24.4  

29.0  
同左 

20.9 

29.7 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常

最大

23 

35 
同左 

25.3 

34.6 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物

質含有量（ｍｇ／ ）

通常

最大

0.5未満 

2 
同左 

1未満 

1 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常

最大

20.6 

20.6 
同左 

27.5 

34.4 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常

最大

2.0 

2.0 
同左 

1.3 

1.3 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   平成３０年５月３０日から同年６月２０日まで（日曜日及び土曜日を除

く毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで）

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、平成３０年６月２０日までに上記縦覧場所に到着するように提出す

ること。 
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北九州市告示第２６８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立玄海青年の家、北九州市立もじ少年自然の家、北九州市立かぐめ

よし少年自然の家及び北九州市立ユースステーションにおける使用料の徴収事

務を次のとおり委託した。 

  平成３０年５月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設の名称 
受  託  者 

委託期間 
名   称 住   所 

北九州市立 

玄海青年の 

家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

平成３０年４

月１日から平

成３１年３月

３１日まで 北九州市立 

もじ少年自 

然の家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

北九州市立 

かぐめよし 

少年自然の 

家 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

北九州市立 

ユースステ 

ーション 

玄海グリーン＆ア

ドベンチャー共同

企業体 

北九州市小倉北区堺 

町一丁目６番１５号 

66



北九州市告示第２６９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市営住宅及び北九州市営住宅駐車場の使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成３０年５月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州市住宅供給公社 北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 

77



北九州市告示第２７０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定

により次のとおり告示する。

  平成３０年５月３０日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機

関の所在地 
辞退理由 辞退年月日 

若園調剤薬局 北九州市小倉南区若

園四丁目１４番１４

号 

閉局のため 平成３０年

４月３０日 
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北九州市公告第３４９号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定によ

る北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業におけ

る換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないため、同法第１

３３条第１項の規定により、当該通知の書類の送付に代えてその内容を別表及

び別図のとおり公告する。 

  平成３０年５月３０日 

  北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業 

                施行者 北九州市 

                代表者 北九州市長 北 橋 健 治 

別表 
通 知 を

受 け る

べ き 者

の 住 所

、 氏 名

等 

   従 前 の 土 地     換 地 処 分 後 の土 地 清 算 金 

交 付 額 

（ 円 ） 

町 名 及

び 地 番 

地 目 地 積 

( ㎡ )  

街 区 

番 号 

町 名 及

び 地 番 

地 目 地 積 

( ㎡ )  

北 九 州

市 八 幡

西 区 大

字 本 城

３ ８ ８

０ 番 地 

持 分 ４

１ 分 の

１ 

白 橋 傳

藏 

八 幡 西

区 大 字

本 城 ３

２ ７ ５

番 ３ 

山 林 １ １ ９ ２ ２ 八 幡 西

区 本 城

学 研 台

三 丁 目

１ １ 番

１１ ７ 

宅 地 ９ １ ．

３ ８ 

１ ８ ，

４ ７ ６ 

持 分 ３

分 の １ 

大 貝 久

五 郎 

八 幡 西

区 大 字

本 城 ３

２ ９ １ 

墓 地 ８ ２ １ ７ 八 幡 西

区 本 城

学 研 台

三 丁 目

１ ９ 番

１０ １ 

墓 地 １ ２ ９ ― 

教 示 

１  こ の 処 分 に つい て 不 服 が あ る 場合 は 、 この処 分があっ た ことを 知っ

た日 の 翌 日 から 起算 して ３ 箇月 以 内に 福 岡 県知事に 対し て 審査 請求 を

する こ と が でき ます （審 査 請求 書 の記 載 事 項は、行 政不 服 審査 法（ 平

成２ ６ 年 法 律第 ６８ 号） 第 １９ 条 に規 定 さ れていま す 。）。  

２  こ の 処 分 に つい て は 、 上 記 １ の審 査 請 求のほ か、この 処 分があ った

こと を 知 っ た日 の翌 日か ら 起算 し て６ 箇 月 以内に北 九州 市 （訴 訟に お

いて 北 九 州 市を 代表 する 者 は、 北 九州 市 長 となりま す 。） を被 告 と し

て、 処 分 の 取消 しの 訴え を 提起 す るこ と が できます 。な お 、上 記１ の

審査 請 求 を した 場合 には 、 処分 の 取消 し の 訴えは、 その 審 査請 求に 対

する 裁 決 が あっ たこ とを 知 った 日 の翌 日 か ら起算し て６ 箇 月以 内に 提

起す る こ と がで きま す。 

３  た だ し 、 上 記の 期 間 が 経 過 す る前 に 、 この処 分（審査 請 求をし た場

合に は 、 そ の審 査請 求に 対 する 裁 決） が あ った日の 翌日 か ら起 算し て

１年 を 経 過 した 場合 は、 審 査請 求 をす る こ とや処分 の取 消 しの 訴え を 
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提起 す る こ とが でき なく な りま す 。なお 、 正当な理 由が あ る と きは 、

上記 の 期 間 やこ の処 分（ 審 査請 求 をした 場 合には、 その 審 査 請 求に 対

する 裁 決 ） があ った 日の 翌 日か ら 起算し て 1 年 を 経 過し た 後 で あっ て

も 審 査 請 求 をす るこ とや 処 分の 取 消しの 訴 えを提起 する こ と が 認め ら

れる 場 合 が あり ます 。 
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別図 
氏 名
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0
9 9-

10
8

9-
10
2
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10
1
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7
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10
6

9-
10
5

9-
10
4

9-
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3

1
1
-
11
7

100-18

100-19

1
1
-1
0
3

10
-1
08

10
-1
07

10
-1
06

10
-1
05

本 城 学 研 台 三 丁 目

換 　 地 　 図

北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

Ｓ＝1：500

北九州市八幡西区本城学研台三丁目

凡　　　例

換地位置

行政界

町名界
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氏 名

等 

大 貝 久 五 郎 

持 分 ３ 分 の １ 

住 所 不 明 

位　置　図

北九州広域都市計画事業　北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

本 城 学 研 台

本 城 学 研 台 三 丁 目

塩　屋　三　丁　目

塩　屋　二　丁　目

塩　屋　一　丁　目

塩　屋　四　丁　目

小 敷 ひ び き の

ひ  び  き  の  北

若　松　区
若　松　区

八　幡　西　区

本 城 学 研  台 一 丁 目

小  敷 ひ び き の 三  丁 目

塩 屋 三  丁 目

ひ   び  き   の　北  

小 敷 ひ  び き の 二  丁 目

塩 屋 二 丁 目

八　幡　西　区

ひ  び  き  の

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

18

17

19

20

21

22

24

2
32
5

26

32

30

27

28

33

36

37

34

29

39

51

52

53

54

49
47

50
48

46

45

44

43

42

42

43

44

45

46 41

40

3 538

38

55

182

56

57

58

59

61

60

63

6277
79

81

82

84

83

7 888

89

90

91

94

95

97

87

96

98

99

100

109 104

105
103

102
106

107
101

69

68

67

75

74

73

72

71
183

186
184

187
18
5

66

76
111116

112

180

113

114

85

86

115

117

92

128

118

120

129

123

122

121130

131

126

127

125

12
4

1
32

1 3
3

1 39

138

137

135

134

140

141

142
144

143

147
145

146

14
8

149

181

153

157 154

155

15
2

156

158

160

169
161

162

15
9

164

165

163163

166

168

170

167

172

174

176177

175

173

178

70

80

9 3

108

110

119

1
71

179

188

ひびきの北公園

小敷

本城

二丁目公園

四丁目
公園

塩屋

ひびきの
公園

学研台

街区番号

換地位置

行政界

町名界

100

凡　　　例

施行区域界

64

一 丁 目

二 丁 目

小敷ひびきの二丁目

本 城 学 研 台

二  丁 目

18
15

17

17-104

18-106

18-107

18-108

18-109

18-110

18-11118-105

18-104

15-107

15-106

15-105

19-109

19
-
1
08 19-107

19-106

19-105

19-104

19-103

19-102

19-101

12

2-113

1-101

100-23

100-25

換 　 地 　 図

北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

Ｓ＝1：500

本 城 学 研 台 三 丁 目

北九州市八幡西区本城学研台三丁目

凡　　　例

換地位置

行政界

町名界

12



北九州市公告第３５０号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定によ

る北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業におけ

る換地処分通知は、送付すべき場所を確知することができないため、同法第１

３３条第１項の規定により、当該通知の書類の送付に代えてその内容を別表及

び別図のとおり公告する。 

  平成３０年５月３０日 

  北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業 

                施行者 北九州市 

                代表者 北九州市長 北 橋 健 治 

別表 
通 知

を 受

け る

べ き

者 の

住 所

及 び

氏 名 

  従 前 の 土 地    換 地 処 分 後 の 土 地 供 託 す

べ き 金

額 

（ 円 ） 

記

事 町 名

、 地

番 及

び 地

目 

所 有

権 以

外 の

権 利

又 は

処 分

の 制

限 の

種別 

地 積 

（ ㎡ ） 

（ 基 準

地 積 ） 

街 区 

番 号 

町 名

、 地

番 及

び 地

目 

所 有

権 以

外 の

権 利

又 は

処 分

の 制

限の

種別 

地 積 

（ ㎡ ） 

遠 賀

郡 洞

南 村

本 城

２ ０

５ ６

番 地 

大 庭

銀 作 

若 松

区 大

字 塩

屋 ６

３ ９ 

宅 地 

１ 番

抵 当

権 

３ ３ ３

． ０ ０

（ ４ １

８ ． ６

９ ） 

８ ５ 若 松

区 塩

屋 三

丁 目

１ ３

番 １

０ ９ 

宅 地 

１ 番

抵 当

権 

３ ４ ５

． ６ ６ 

５ ８ ，

１ ２ ５ 

山

﨑

義

和 

北 九

州 市

若 松

区 大

字 小

石 １

９ ２

５ 番

地 

大 庭

健 治 

若 松

区 大

字 塩

屋 ５

６ ７ 

原 野 

２ 番

仮 差

押 

５ ９ １

（ ６ １

２ ． ８

２ ） 

１ ８

０ 

若 松

区 ひ

び き

の 北

１ 番

２ １

０ 

山 林 

２ 番

仮 差

押 

２ ６ １

． ６ ３ 

３ ４ ，

９ ９ ９ 

北

九

州

市 

北 九

州 市

若 松

区 東

二 島

三 丁

目 １

７ 番 

若 松

区 大

字 塩

屋 ６

番 １ 

田 

２ 番

所 有

権 移

転 仮

登 記 

７ ． ９

９ （ ７

． ９ ９

） 

１ ７ 八 幡

西 区

本 城

学 研

台 三

丁 目

１ ９

番 １ 

２ 番

所 有

権 移

転 仮

登 記 

６ ． ０

５ 

９ ３ ０ 瀧

川

順

子 

13



５号 

白 川

享 福 

    ０ ６ 

畑 

教 示 

１  こ の 処 分 に つい て 不 服 が あ る 場合 は 、 この処 分があっ た ことを 知っ

た日 の 翌 日 から 起算 して ３ 箇月 以 内に 福 岡 県知事に 対し て 審査 請求 を

する こ と が でき ます （審 査 請求 書 の記 載 事 項は、行 政不 服 審査 法（ 平

成２ ６ 年 法 律第 ６８ 号） 第 １９ 条 に規 定 さ れていま す 。）。  

２  こ の 処 分 に つい て は 、 上 記 １ の審 査 請 求のほ か、この 処 分があ った

こと を 知 っ た日 の翌 日か ら 起算 し て６ 箇 月 以内に北 九州 市 （訴 訟に お

いて 北 九 州 市を 代表 する 者 は、 北 九州 市 長 となりま す 。） を被 告 と し

て、 処 分 の 取消 しの 訴え を 提起 す るこ と が できます 。な お 、上 記１ の

審査 請 求 を した 場合 には 、 処分 の 取消 し の 訴えは、 その 審 査請 求に 対

する 裁 決 が あっ たこ とを 知 った 日 の翌 日 か ら起算し て６ 箇 月以 内に 提

起す る こ と がで きま す。 

３  た だ し 、 上 記の 期 間 が 経 過 す る前 に 、 この処 分（審査 請 求をし た場

合に は 、 そ の審 査請 求に 対 する 裁 決） が あ った日の 翌日 か ら起 算し て

１年 を 経 過 した 場合 は、 審 査請 求 をす る こ とや処分 の取 消 しの 訴え を

提起 す る こ とが でき なく な りま す 。な お 、 正当な理 由が あ ると きは 、

上記 の 期 間 やこ の処 分（ 審 査請 求 をし た 場 合には、 その 審 査請 求に 対

する 裁 決 ） があ った 日の 翌 日か ら 起算 し て 1 年 を 経 過し た 後 で あ っ て

も 審 査 請 求 をす るこ とや 処 分の 取 消し の 訴 えを提起 する こ とが 認め ら

れる 場 合 が あり ます 。 

14



別図 

氏名 大庭銀作 住所 遠賀郡洞南村本城２０５６番地 

位　置　図

北九州広域都市計画事業　北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

本 城 学 研 台

本 城 学 研 台 三 丁 目

塩　屋　三　丁　目

塩　屋　二　丁　目

塩　屋　一　丁　目

塩　屋　四　丁　目

小 敷 ひ び き の

ひ  び  き  の  北

若　松　区
若　松　区

八　幡　西　区

本 城 学 研  台 一 丁 目

小  敷 ひ び  き の 三  丁 目

塩 屋 三  丁 目

ひ   び  き   の　北  

小 敷 ひ  び き の 二  丁 目

塩 屋  二 丁 目

八　幡　西　区

ひ  び  き  の

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15
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18
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5
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27
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36
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29
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51

52

53
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49
47

50
48

46

45

44

43

42
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43

44

45

46 41

40

3 538

38

55

182

56

57

58

59

61

60

6 3
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79

81

82

84

83

7888

89
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91

94

95

97

87

96

98

99

100

109 104

105
103

102
106

107
1 01

69

68

67

75

74

73

72

71
183

186
184

187
18
5

66

76
111116

112

180

113

114

85

86

115

117

92

128

118

120

129

123

122

121130

131

126

127

125

12
4

1
32

1 3 3

139

138

137

135

134

140

141

142
144

143

147
145

146

14
8

149

181

153

157 154

155

15
2

156

158

160

169
161

162

15
9

164

165

163163

166

168

170

167

172

174

176177

175

173

178

70

80

9 3

108

110

119

1
71

179

188

ひびきの北公園

小敷

本城

二丁目公園

四丁目
公園

塩屋

ひびきの
公園

学研台

街区番号

換地位置

行政界

町名界

100

凡　　　例

施行区域界

64

一 丁 目

二 丁 目

小敷ひびきの二丁目

本 城 学  研 台

二  丁 目

79

80

85

82

11-201

10
-20
5

10-
201

10-
202

10-
203

10-
204

9-201

9-202

14-107

14-110

14-109

13-101
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13-103

13-104

13-105

13-106

13-107

13-108

13-
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13-
110
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12
-2
06

12-205

12-204

12-203

9-102

11-
108

11-1

10-
103

10-
101

10-
104

10-
105

10-
106

10-
109

10-
110

10-
111

100-10

100-19

100-20

100-18

塩 屋 三 丁 目

換　　地　　図

北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

Ｓ＝1：500

北九州市若松区塩屋三丁目

凡　　　例

換地位置

行政界

町名界

15



氏名 大庭健治 住所 北九州市若松区大字小石１９２５番地 

位　置　図

北九州広域都市計画事業　北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

本 城 学 研 台

本 城 学 研 台 三 丁 目

塩　屋　三　丁　目

塩　屋　二　丁　目

塩　屋　一　丁　目

塩　屋　四　丁　目

小 敷 ひ び き の

ひ  び  き  の  北

若　松　区
若　松　区

八　幡　西　区

本 城 学 研 台 一 丁 目

小 敷 ひ び き の 三  丁 目

塩 屋 三  丁 目

ひ   び  き  の　北  

小 敷 ひ  び き の 二  丁 目

塩 屋  二 丁 目

八　幡　西　区

ひ  び  き  の

1
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4

5
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8

9

10

11

12

14
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16
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40
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143

147
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14
8

149

181

153
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155

15
2

156
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169
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15
9

164

165

163163

166

168

170

167

172

174

176177

175

173

178

70

80

9 3

108

110

119

1
71

179

188

ひびきの北公園

小敷

本城

二丁目公園

四丁目
公園

塩屋

ひびきの
公園

学研台

街区番号

換地位置

行政界

町名界

100

凡　　　例

施行区域界

64

一 丁 目

二 丁 目

小敷ひびきの二丁目

本 城 学  研 台

二  丁 目

113

1-208

1-204

1-203

1-209

5-108

5-107

5-106

5-105

5-104

5-103

5-102

5-101

4-118

4-116

4-115

100-
7

100-5

1-207

換　　地　　図

北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

Ｓ＝1：500

凡　　　例

換地位置

行政界

町名界

北九州市若松区ひびきの北

1-210

1-205

1-206

1-208

18
0
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氏名 白川享福 住所 北九州市若松区東二島三丁目１７番５号 

位　置　図

北九州広域都市計画事業　北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業

本 城 学 研 台

本 城 学 研 台 三 丁 目

塩　屋　三　丁　目

塩　屋　二　丁　目

塩　屋　一　丁　目

塩　屋　四　丁　目

小 敷 ひ び き の

ひ  び  き  の  北

若　松　区
若　松　区

八　幡　西　区

本 城 学 研  台 一 丁 目

小  敷 ひ び き の 三  丁 目

塩 屋 三  丁 目

ひ   び  き   の　北  

小 敷 ひ  び き の 二  丁 目

塩 屋 二 丁 目

八　幡　西　区

ひ  び  き  の

1
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5
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北九州市公告第３５１号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１３３条第１項の規定によ

る下記の者に対する書類の送付に代わる公告の内容は、北九州市若松区大字塩

屋７３６番地の北九州市立ひびきの市民センターにある掲示板に掲示されてい

る。 

  平成３０年５月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

                 記 

           住所    氏名 

北九州市八幡西区大字本城３８８０番地 白橋傳藏 

不明 大貝久五郎 

遠賀郡洞南村本城２０５６番地 大庭銀作 

北九州市若松区大字小石１９２５番地 大庭健治 

北九州市若松区東二島三丁目１７番５号 白川享福 
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工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ
ム

構成員の数は２社とする。なお、構成員は、この工事について結成された他の
共同企業体の構成員でないこと。

出資比率 各構成員の出資比率が１００分の３０以上であること。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有し
ていること。

登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を
含む。以下「本市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消

実績 費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く
。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札
で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年
　度又は平成３０年度に発注した予定価格（注５）２億円以上（消費税及び地
　方消費税相当額を含む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及
　び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として
　施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した者で契約手続
　中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
　この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工
　　事の優良業者であるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、
　　当該工事中止期間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の
　　変更（注７）を協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争
　　参加資格確認申請書の提出期限の日が当該工期の延長に係る期間中のもの
　　であるとき。
（２）　本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を
　含む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した
　特殊工事を除く。）で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札
　するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経
営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「０１０土木
一式」の「総合評定値（Ｐ）」が構成員中最大であること。

出資比率 出資比率が構成員中最大であること。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日に

技術者 おいて雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者
に限る。）を専任で配置することができること。

代表構成員以 この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）
外の構成員の 技術者 又は主任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配
条件 置することができること。

３　契約条項 場所
　を示す場所 期間
　及び期間

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

共同企業体の
構成員の資格

１時から午後４時３０分まで
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

代表構成員の
条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

１　工事概要

手持工事等

適用しない。

２億７，４１０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
工事延長　９０メートル　ほか
北九州市八幡東区大字枝光
戸畑枝光線（牧山枝光間）地盤改良工事（３０－４）

共同企業体の
結成基準

登録

構成員の数

試行対象としない。

北九州市公告第３５２号　　
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年５月３０日

指数
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４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所
日時
最低制限価格
入札保証金

　６項）に規定する契約金額の変更をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　６）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者

　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

設ける。
平成３０年６月２６日　午前９時

（２）　平成３０年６月２５日　午前９時から午後４時３０分まで
（１）　平成３０年６月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

ずれかに該当する場合は、免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年６月１１日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月１２日　午前９時から正午まで

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
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工事名 江川樋門改修工事（３０－１）
工事場所 北九州市若松区大字小敷
工事内容 工事延長　３３メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
予定価格 ８，２８３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

北九州市公告第３５３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 折尾東西線道路改良工事（３０－１）
工事場所 北九州市八幡西区東折尾町
工事内容 工事長　９０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
予定価格 ７，２４１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

北九州市公告第３５４号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

2323



８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 日吉台光明線道路改築工事（３０－３）
工事場所 北九州市八幡西区折尾四丁目
工事内容 工事長　１２０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
予定価格 ４，９４５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については本市が平
　成２９年度又は平成３０年度に発注した予定価格（注５）５，０００万円以上（消費税及び
　地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については本市が平成２９年度又は平成３０
　年度に発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土
　木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又
　は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した
　者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
　の限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時２０分

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

北九州市公告第３５５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治
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最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

　る条件 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

７　入札及び
　契約に関す

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

契約保証金

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 浅生公園整備工事
工事場所 北九州市戸畑区浅生二丁目
工事内容 植栽工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
予定価格 ６，１２０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落
札方式

適用しない。

受発注者間
情報共有シ
ステム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注 Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
本店、支店又は営業所が北九州市内にあり、平成３０年５月２８日までに北九州市技術監理局
契約部契約制度課において、事業所の登録手続（注３）を完了していること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時２５分
最低制限価 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

北九州市公告第３５６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請要領又は平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加
　資格審査申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。
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工事名 救急ワークステーション移転新築電気工事
工事場所 北九州市八幡東区尾倉二丁目６番
工事内容 救急ワークステーションの移転新築電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年１月１７日まで
予定価格 ２，８８１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。
）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと
認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年５月２８日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市公告第３５７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年５月３０日

本件工事に関連する「救急ワークステーション移転新築工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。
（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　項）に規定する契約金額の変更をいう。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

９　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
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工事名 八児小学校大規模改修電気工事（第２期）及び空調設備設置電気工事
工事場所 北九州市八幡西区町上津役西四丁目５番１号
工事内容 小学校の大規模改修電気工事及び空調設備設置電気工事
工期 請負契約締結の日から平成３０年１１月３０日まで
予定価格 ５，６６８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。
）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと
認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機又は電気計装設備
　に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次
　のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年５月２８日から
　本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

北九州市公告第３５８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年５月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　項）に規定する契約金額の変更をいう。

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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工事名 足立中学校エアコン改修工事（３期）

工事場所 北九州市小倉北区萩崎町３番１号
工事内容 中学校のエアコン改修工事

工期 請負契約締結の日から平成３０年９月１９日まで
予定価格 １，９６６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ又はＢ

許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）に
ついて、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認め
たものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注４）を除く。）で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（
共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年６月１９日　午前９時１６分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

北九州市公告第３５９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年５月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

９　その他

（５）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

 (４)　 本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理人
　の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 都市モノレール小倉線鋼桁他補修工事（３０－１）
工事場所 北九州市小倉南区徳力一丁目ほか
工事内容 軌道桁・橋脚及び支承塗装工
工期 請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
予定価格 １億４，６８８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 塗装工事（希望順位が第１順位であること。）
許可 塗装工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注２）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の塗装工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格６，００
  ０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の塗装工事を単体又は共同企業体の構
　成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。

イ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の塗装工事で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
  同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５ 入札書の
受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日 午前９時２４分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第３６０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

６ 開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日 午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

手持工事等

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

９　その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
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　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。

注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　規定する有資格業者名簿をいう。

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
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工事名 都市モノレール小倉線鋼桁他補修工事（３０－２）
工事場所 北九州市小倉南区志井一丁目ほか
工事内容 軌道桁・橋脚及び支承塗装工
工期 請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
予定価格 １億４，２００万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 塗装工事（希望順位が第１順位であること。）
許可 塗装工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注２）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の塗装工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格６，００
  ０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の塗装工事を単体又は共同企業体の構
成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。

イ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の塗装工事で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
  同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５ 入札書の
受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日 午前９時３２分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第３６１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

６ 開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日 午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

手持工事等

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

９　その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
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注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　規定する有資格業者名簿をいう。

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
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工事名
市営後楽団地道路改築工事
大里東一丁目地内管渠築造工事

工事場所 北九州市門司区大里東一丁目
工事内容 擁壁工　一式　ほか

（１）　市営後楽団地道路改築工事は、請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
（２）　大里東一丁目地内管渠築造工事は、請負契約締結の日から平成３０年１１月３０日ま
  で

予定価格 ９，７９７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時

７　入札及び 最低制限価格 設ける。
　契約に関す 入札保証金 免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

工期

北九州市公告第３６２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年５月３０日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　平成３０年６月１４日及び同月６月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等
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　る条件 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（４）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

  して行う合併入札とする。
（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告に係る入札は、市営後楽団地道路改築工事及び大里東一丁目地内管渠築造工事の入札を合併

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

4040



北九州市上下水道局公告第５３号

一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により、次のとおり公告する。

平成３０年５月３０日

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志  

１ 工事概要

（１） 工事名      天籟寺初音町幹線管渠築造工事

（２） 工事場所     北九州市戸畑区天籟寺二丁目ほか

（３） 工事内容     管渠
きょ

工（シールド） （内径 ２，０００ミリ

              メートル 施工延長１，５５２．２３メートル

）ほか

（４） 工期      請負契約締結の日から平成３４年３月１５日ま

              で

 （５） 予定価格     ２７億２，０７４万円（消費税及び地方消費税

              相当額を除く。）

（６） 総合評価落札方式 適用する。

（７） 電子入札     本件工事は、入札の手続等を原則として電子入

              札システムにより行う。

２ 電子入札に関する事項

（１） 本件工事は、競争参加資格確認申請書の提出、競争参加資格確認通  

知書の発行、入札書（工事費内訳書を含む。）の提出、開札、落札者の決

定及び落札者決定通知書の発行等について、原則として電子入札システム

により手続を行う工事である。ただし、電子入札システムにより難い場合

は、事前に発注者の承諾を得て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用

基準」という。）第１章１－２（２）に規定するサブシステム又は紙入札

により行うことができるものとする。

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札による参加ができるものとする。
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（３） その他電子入札に係る運用については、「北九州市電子入札実施要

領」、「運用基準」及び「電子入札心得（一般競争入札・工事用）」によ

る。

３ 競争入札参加資格

 （１） 共同企業体の構成員の資格

次に掲げる事項のいずれにも該当する者であること。

  ア 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用

する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成６年北九州市規則第５９号。以下「資格審査規則」という。）第７

条第１項の有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載

されていること。

  イ 有資格業者名簿に記載されている工事の種別（以下「工種」という。

）が土木工事であって、かつ、当該工種の等級がＡであること。

  ウ 土木工事業について建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法

」という。）第３条の規定に基づく特定建設業の許可を受けていること

。

  エ 北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下

「本市」という。）から指名停止を受けている期間中でないこと。

 （２） 共同企業体の結成基準

  ア 共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとし、構成員の数は３

社とする。

  イ すべての構成員が、土木一式工事に係る法第２６条第２項に規定する

監理技術者（以下「監理技術者」という。）又は同条第１項に規定する

主任技術者を専任で配置することができること。

    なお、配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係（入

札を行った日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。

）にある者に限る。

  ウ 各構成員の出資比率は、１００分の２０以上であること。

  エ 構成員は、本件工事について結成された他の共同企業体の構成員とな

っていないこと。

  オ 共同企業体の代表構成員は、次の条件を満たす者であること。

（ア） 単体又は共同企業体の構成員として、平成１５年４月１日以降

に受注し、かつ、平成３０年５月２９日までに完成し、又は引渡しが

完了した国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別
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表第１に掲げる公共法人又は建設業法施行規則（昭和２４年建設省令

第１４号）第１８条の法人（以下「国等」という。）が発注した工事

で、次に掲げる要件を全て満たすシールド工事を元請として施工した

実績があること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資

比率２０パーセント以上の場合のものに限る。

ａ 密閉型シールドトンネル工法

ｂ 施工延長１，０００メートル以上

ｃ シールドマシン外径２，５００ミリメートル以上

（イ） 平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の

際に提出した経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書（以下「結

果通知書」という。）の「建設工事の種類」「０１０土木一式」の「

総合評定値（Ｐ）」（以下「総合評定値」という。）が１，２００点

以上であり、構成員中最大であること。

（ウ） 出資比率が構成員中最大であること。

（エ） 本件工事に、監理技術者を専任で配置することができること。

なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。

カ 共同企業体の第２構成員は、次の条件を満たす者であること。

（ア） 単体又は共同企業体の構成員として、平成１５年４月１日以降

に受注し、かつ、平成３０年５月２９日までに完成し、又は引渡しが

完了した国等が発注した工事で、次に掲げるいずれかの工事を元請と

して施工した実績があること。ただし、共同企業体の構成員としての

実績は、出資比率２０パーセント以上の場合のものに限る。

  ａ 推進工事

  ｂ 立抗工事

  ｃ 特殊人孔築造工事

（イ） 結果通知書の総合評定値が１，０００点以上であること。

キ 共同企業体の第３構成員は、次の条件を満たす者であること。

単体又は共同企業体の構成員として、平成１５年４月１日以降に受注

し、かつ、平成３０年５月２９日までに完成し、又は引渡しが完了した

国等が発注した工事で、次に掲げるいずれかの工事を元請として施工し

た実績があること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資

比率２０パーセント以上の場合のものに限る。

（ア） 推進工事

（イ） 立抗工事

（ウ） 特殊人孔築造工事
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４ 競争入札参加資格審査の申請

この公告に係る一般競争入札（以下「本件入札」という。）に参加を希望

する共同企業体の構成員で有資格業者名簿に記載されていない者は、北九州

市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３－５８２－２５４５）に本件

入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０年７月３日までに競争参加

資格確認申請と併せて北九州市建設工事入札参加資格審査申請を行わなけれ

ばならない。ただし、有資格業者名簿に記載されていた者で、資格審査規則

第３条第１号の規定に該当したため、資格審査規則第９条第１項の規定によ

り、一般競争入札参加資格を有する旨の決定を取り消され、その取消しの日

から１年間（手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処

分その他法人の経営継続を著しく困難にする事実により当該決定を取り消さ

れた場合は、２年間）を経過しないものは、競争参加資格確認申請及び北九

州市建設工事入札参加資格審査申請を行うことができない。

５ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市技術監理局契約部契約課

（２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年９

月４日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時

３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

（３） 入札説明書の交付方法

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードできる。 

また、第１号の場所においても無償で交付する。

北九州市技術監理局契約部のホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 
６ 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所

（１） 本件入札に参加を希望する共同企業体は、次の手続きにより、競争

参加資格の確認を受けなければならない。

  ア 電子入札システムにより競争参加資格確認申請書（以下「申請書」と

いう。）を提出し、「提出書類一覧表（工事用）」を添付する。

イ 紙媒体で、申請書の添付資料を提出する。

  ウ 発注者の承諾を得て当初からサブシステム又は紙入札により参加する

場合は、申請書及び申請書の添付資料を紙媒体で提出する。

（２） 電子入札システムによる提出期間

  公告日から平成３０年７月２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎
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日午前９時から午後４時３０分まで及び同月３日の午前９時から正午まで

（３） 紙媒体による提出

  ア 提出期間 公告日から平成３０年７月２日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月３日の午前９

時から正午まで

  イ 提出場所 第５項第１号の場所

  ウ 提出方法 持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けな

い。

７ 入札書の受付期間

（１） 電子入札システムによる受付期間

   平成３０年８月２日及び同月３日の午前９時から午後７時まで並びに同

月６日の午前９時から午後４時３０分まで

 （２） サブシステムによる入札書の提出期限

平成３０年８月６日の北九州市上下水道局長が指定する時間

 （３） 郵送（書留郵便に限る。）による入札書の提出期限

   北九州市技術監理局契約部契約課に平成３０年８月３日午後５時までに

必着のこと。

８ 開札の場所及び日時

 （１） 場所 第５項第１号の場所

 （２） 日時 平成３０年９月４日 午前９時

９ 入札及び契約に関する条件

（１） 入札契約手続において使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

（２） 最低制限価格 設けない。ただし、北九州市建設工事低入札価格調

査実施要領（以下「実施要領」という。）に基づく調査基準価格を設ける

。

（３） 入札保証金 免除する。

（４） 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、北九州

市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以

下「契約規程」という。）において準用する契約規則第２５条第７項第１

号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

１０ 落札者の決定方法

（１） 総合評価による落札者決定

  ア 入札価格と技術提案等の内容によって算出された評価値の最も高い者
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を落札者とする。

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者によるくじ

引きで落札者を決定する。

イ 評価値の算出方法は、除算方式とする。

  ウ 評価値は、入札書が無効でない者について次の算式により算定する。

なお、入札価格は、各入札者の入札金額とする。

  技術評価点＝標準点＋加算点（指名停止措置等による減点を含む）

  評価値＝技術評価点÷入札価格×１億

  エ 技術評価点は、設計図書等に記載されている当該工事に係る最低条件

を満足する場合に標準点（１００点）を与え、評価項目ごとの評価によ

って加点又は減点する。

なお、最低条件を満足していない場合は、技術評価点を０点とし、減

点により加算点が０点を下回った場合の加算点は、０点とする。

  オ 技術評価基準、技術資料の提出その他総合評価に関する詳細について

は、入札説明書（「天籟寺初音町幹線管渠築造工事に係る技術資料の提

出について」を含む。）による。

（２） 低入札価格調査

  ア 前号アにかかわらず、北九州市建設工事低入札価格調査実施要領第３

項の規定により定められた調査基準価格を下回った入札が行われた場合

は、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるか否かについて調査を行うため、落札者の決定を保

留する。

  イ アに該当する入札を行った者は、「低入札価格調査に係る提出書類の

作成要領」に従って作成した書類を提出するとともに、調査に協力しな

ければならない。

  ウ 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、評価値の最も高い

者であっても、必ずしも落札者とならない。

（３） 第１号アにかかわらず、落札者となるべき者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ

ると認められるときは､予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入

札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

（４） 競争参加資格がある旨確認された者であっても開札時においてこの

工事に係る入札公告に掲げる入札参加資格を失ったときは、入札は、無効

とする。

１１ 入札の無効
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次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札

（２） 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札

（３） 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当

する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１２ その他

（１） 本件工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者は、この

入札に参加することができない。

（３） この入札に関する問合せ先は、次のとおりとする。

〒８０３－８５０１

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市技術監理局契約部契約課

電話０９３－５８２－２２５６

１３ Summary 
（１） Subject matter of Contract : Construction work of main pipeline 

in Tenraiji Hatsunemachi 
（２） Description of Work : Pipeline work (shield) Inner diameter : 

2000mm, length : 1,552.23m 
（３） Deadline for the submission of application forms and relevant 

documents required to register : 12:00p.m.(noon),July 3,2018 
（４） Deadline for the submission of tender :  

For tenders via the electronic bidding system : 4:30p.m.,August 6,2018  
For tenders submitted by mail : 5:00p.m., August 3,2018 

（５） Applications must be made in Japanese. 
（６） For further information, please contact: Contracts Division, 

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, 
City of Kitakyushu 
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工事名 北九州市工業用水道配水管布設替（推進）工事（３０－３工区）
工事場所 北九州市戸畑区千防三丁目地内ほか
工事内容 泥濃式推進工　内径８００ミリメートル　２５２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 ７，９２２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事に限る。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注
  者間情報共有システム試行対象工事を落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと
　。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事に限る。）で平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札
　するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者

（１）　この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
　雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。「以下同じ。」）にある者に限る。）を専
　任で配置することができること。
（２）　この工事の推進工事期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技
　士資格を有する責任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置するこ
　とができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年７月３日　午前９時１５分

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

北九州市上下水道局公告第５４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年５月３０日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
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最低制限価格 設けない。

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 石原町地内雨水（その２）管渠築造工事
工事場所 北九州市小倉南区大字石原町
工事内容 ボックスカルバート　１，２００×１，２００　１１７．２メートル ほか
工期 請負契約締結の日から１５０日間
予定価格 ９，５８４万円（消費税及び消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年５月２８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月１９日　午前９時５分

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで

北九州市上下水道局公告第５５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年５月３０日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
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最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 引野二丁目配水管布設替工事
工事場所 北九州市八幡西区引野二丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　４５５．４メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１４５日間
予定価格 ２，９０７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ（希望順位を問わない。）
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年５月２
８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年６月１９日　午前９時３０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

北九州市上下水道局公告第５６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年５月３０日

期間

（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した「
　現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　）とする。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 西鞘ヶ谷町配水管布設替工事
工事場所 北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１５０ミリメートル　１８７．５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１６５日間
予定価格 ２，５５２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ（希望順位を問わない。）
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年５月２
８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年６月１９日　午前９時３５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年５月３０日

期間

（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第５７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した「
　現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。
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工事名 井堀三丁目他配水管布設替工事
工事場所 北九州市小倉北区井堀三丁目地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径４００ミリメートル　７５．８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１１５日間
予定価格 ２，５３３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ（希望順位を問わない。）
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年５月２
８日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年６月１９日　午前９時４０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年５月３０日

期間

（２）　平成３０年６月５日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年６月４日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第５８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年６月１４日及び同月１５日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月１８日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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（４）　本工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となること
　ができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した「
　現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。
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工事名 新町浄化センター汚泥処理棟脱臭機械設備改良工事
工事場所 北九州市門司区松原三丁目６番１号
工事内容 汚泥処理棟脱臭機械設備改良工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 １億１６７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 機械器具設置工事（希望順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
北九州市内に、本店、主たる営業所（注２）、支店又は営業所のいずれもない者であっても競
争参加することができる。
次の指名実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）　指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局、病
　院局及び公営競技局を含む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（
  撤去工事及び建築設備工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指名
  実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント
  以上のものに限る。
　ア　平成２５年度以降の指名であること。
　イ　予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）が、本件工事の予定価格
　　の３分の１以上であること。
　ウ　下水道施設として設置された終末処理場又はポンプ場施設内での機械器具設置工事であ
　　ること。
　エ　風量１８ｍ3/分以上の脱臭機械設備工事であること。

（２）　施工実績については、次のいずれの条件も満たす地方公共団体又は地方共同法人日本
　下水道事業団が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除
　く。）又は流域下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績を除く。）を元請
　として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率
　２０パーセント以上のものに限る。
　ア　平成２０年度以降に受注し、かつ、平成３０年３月３１日までに完成し、又は引渡しが
　　完了していること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が、本件工事の予定価格の３分
　　の１以上であること。
　ウ　下水道施設として設置された終末処理場又はポンプ場施設内での機械器具設置工事であ
　　ること。
　エ　風量１８ｍ3/分以上の脱臭機械設備工事であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注３）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年６月２６日　午前９時１５分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

北九州市上下水道局公告第５９号

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

　　平成３０年５月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

（１）　平成３０年６月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月８日まで（注３）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月１１日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

実績
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注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注３　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者
　登録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　６）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
　設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格
総合評価落札
方式

共同企業体の
結成基準

構成員の数・
出資比率

ア　自主結成方式とし、構成員（代表構成員及び代表構成員以外の構成員をいう
　。以下同じ。）の数は２社とする。
イ　構成員の出資比率は、１００分の３０以上であること。
ウ　構成員は、本件工事について結成された他の共同企業体の構成員でないこと
　。

建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有して
いること。

登録工種 電気工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可を受けていること。

その他
北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本市」と
いう。）から指名停止を受けている期間中でないこと。

指数
平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営
規模等評価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「電気」の「総合
評定値（Ｐ）」が１３００点以上であり、構成員中最大であること。

所在地
本店、支店又は営業所が北九州市内にあり、平成３０年５月２９日までに、北九
州市技術監理局契約部契約制度課において、事業所の登録手続（注３）を完了し
ていること。

出資比率 出資比率が構成員中最大であること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日にお
いて雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限
る。）を専任で配置することができること。

所在地 本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。

実績

平成２０年度以降、本市が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び
地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工
事又は軽微な工事（注５）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約
の実績があること。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）又
は主任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置す
ることができること。

場所

期間

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
  受付期間

場所
日時
最低制限価格

営競技局管理規程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和
３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとお
り公告する。

共同企業体の
代表構成員以
外の構成員の
条件

６　開札の場
  所及び日時

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注６）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

（１）　平成３０年６月２１日及び同月２２日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年６月２５日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年６月１１日まで（注６）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年６月１２日　午前９時から正午まで

平成３０年７月１０日　午前９時
設けない。

北九州市公営競技局公告第８号

　　平成３０年５月３０日

適用する。

共同企業体の
構成員の資格

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市公営競技局長　上　野　孝　司

１　工事概要

ボートレース若松ナイター照明ＬＥＤ化工事
北九州市若松区赤岩町１３番１号
ボートレース若松のナイター照明ＬＥＤ化工事
請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
６億２，０８４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

共同企業体の
代表構成員の
条件

登録

年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市公営競技局契約規程（平成３０年北九州市公
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入札保証金

注５　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注３　北九州市建設工事入札参加資格審査申請申請要領又は北九州市建設工事入札参加資格審査申請随時受付申請要領に基
　づく登録手続をいう。

ずれかに該当する場合は、免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　規則第５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注１　北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

７　入札及び
  契約に関す
  る条件

免除する。

契約保証金

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　程第９号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市

注６　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

８　入札の無
 効

９　その他

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
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